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６月１日～７日は水道週間です６月１日～７日は水道週間です
第 65 回水道週間スローガン

「水道水　安心・安全　これからも」

　まずは、どこで漏水が起こっているかを確認しま
しょう。
◆漏水の発見方法
①建物内のすべての蛇口を閉める
②�水道メーターにあるパイロット（赤と銀のコマ）を
確認する
＜�パイロットが回っている場合＞
　水道メーターから建物側で漏水している可能性があ

ります。市指定給水装置工事事業者に修理を依頼して
ください（修理費は本人の負担になります。賃貸住宅
の場合は、建物の管理者に相談してください）。
※市指定給水装置工事事業者は、水道課及び市 で
確認できます。
＜パイロットが回っていない場合＞
　水道メーターより手前の道路側で漏水しています。
水道課にご連絡ください。

漏水かな？と思ったら

　「水道課の方から来ました」、「水道課からの指示で」
など、水道課と関係があるように装って訪問販売を行
う業者がいます。不安をあおって水道管の清掃作業を
行ったり、必要のない浄水器を設置して高額の請求を
する、といった被害が全国で起きています。

　市内でも、下水道に関連して同様の被害の報告があ
りました。
　市では、水道管の清掃や浄水器設置などのあっせん
はしていません。不審なときは、身分証明書の提示を
求め、水道課または警察署へご連絡ください。

水道課をかたる悪質な訪問販売にご注意ください

貯水槽水道の適切な管理をお願いします

　ビルやマンション等の建物では、水道事業者から供
給される水を受水槽にいったん貯めてから水道利用者
に供しています。そのための給水施設を貯水槽水道（受
水槽・高置水槽等）といいます。
　貯水槽水道は、設置者が衛生管理することになって
います。管理をしないと、汚泥や赤さび等が貯水槽水
道の底に溜まる、雨水や虫が受水槽内に入ってしまう
など、さまざまな問題が発生します。
　設置者の皆さんは、建物内の水道利用者に安全で安
心な水が届けられるよう、日頃から貯水槽水道の適切
な管理をお願いします。

●清掃と水質検査を行いましょう
・・ �清掃は毎年 1回以上、専門的な知識・技能を有す
る者に依頼するなど、適正に行ってください。

・・ �清掃終了後は、水の臭い・味・色・濁りを確認して
ください。
●�点検を行いましょう
・・貯水槽水道の周辺は常に清潔にしてください。
・・ �台風や大雨、地震などの後には、破損している箇所
がないか点検してください。

・・ �水槽内に堆積物や浮遊物はないか、防虫網が設置さ
れているか、マンホールのふたが施錠されているか
を確認してください。
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次のすべてに該当する方
・ �・ �昭和 58年４月２日以降生まれの方
・・大学、短期大学、専門学校を卒業した方
・・普通自動車運転免許を有する方

※受験資格等につい
て、詳しくは受験案内
及び本庄市社協 をご
覧ください。

◆試験内容
　１次試験　基礎能力検査・適性検査・課題式論文試験
　２次試験　個人面接（１次試験合格者を対象）
◆受験案内・申込書　６月 12日㈪から (福) 本庄市社
会福祉協議会（はにぽんプラザ２階、土・日・休日
を除く）及び本庄市社協 で配付

※郵送請求の場合、封筒の表に「受験案内請求」と朱
書きし、返信用封筒（Ａ 4用紙が折らずに入る封筒
に 140円分の切手を貼り、請求者の郵便番号・住所・
氏名を記入）を同封してください（６月 20日㈫必着）。

◆受付期間
　６月 12日㈪～ 30日㈮　午前９�時～午後 5�時
　（土・日・休日を除く。郵送の場合、６月30日㈮必着）
◆書類請求・申込・問い合わせ先
　〒 367-0052　本庄市銀座１- １- １
　(福) 本庄市社会福祉協議会�
　☎ 24- ２７５５

※詳しくは、本庄市社協 をご覧くだ
さい。

本庄市社協

本庄市社会福祉協議会職員採用試験
▶１次試験日　７月９日㈰
※１次試験合格者を対象に２次試験
を実施します。

令和５年10月採用


